
参照条文 

 

退職手当に係る業務勘案率の算定 

 
○独立行政法人通則法 

（役員の報酬等）  

第五十二条  特定独立行政法人の役員に対する報酬及び退職手当（以下「報酬等」とい

う。）は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。  

（準用）  

第六十二条  第五十二条及び第五十三条の規定は、特定独立行政法人以外の独立行

政法人の役員の報酬等について準用する。この場合において、第五十二条第三項中「実

績及び中期計画の第三十条第二項第三号の人件費の見積り」とあるのは、「実績」と読み

替えるものとする。  

 
○独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について（平成 15 年 12 月

19 日 閣議決定） 

１ 独立行政法人 

(1) 各府省は、所管の独立行政法人に対し、役員の退職金の支給率に関して、平

成１６年以降の在職期間については、１月につき俸給月額の１２．５／１００を

基準とし、これに各府省の独立行政法人評価委員会が０．０から２．０の範囲内

で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じたものとするよう要請する。 

(2) 独立行政法人評価委員会は、上記(1)の業績勘案率の決定に当たり、あらかじ

め総務省政策評価・独立行政法人評価委員会に通知する。この場合、総務省政策

評価・独立行政法人評価委員会は、独立行政法人評価委員会に対し、意見を述べ

ることができる。 

独立行政法人評価委員会は、業績勘案率が１．５を超え、又は０．５を下回る

場合には、速やかに各主務大臣に通知する。主務大臣は、通知があったときは、

内閣官房長官に報告する。 

(3) 独立行政法人及び主務大臣は、各役員の退職金の支給額について、「公務員

の給与改定に関する取扱いについて」（平成１５年９月１６日閣議決定）の４に

基づき、決定に至った事由とともに公表する。 

 

○役員退職金に係る業績勘案率に関する方針 （平成16年7月23日 政策評価・独立行

政法人評価委員会 独立行政法人評価分科会決定）（別紙） 

 

○内閣府所管独立行政法人の役員退職金に係る業績勘案率について（平成17年8月23

日 内閣府独立行政法人評価委員会決定）（別紙） 



中期計画の改定 

 
○独立行政法人通則法 

（中期計画）  

第三十条  独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、

主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画（以下「中期

計画」という。）を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更

しようとするときも、同様とする。  

２  中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一  業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置  

二  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置  

三  予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画  

四  短期借入金の限度額  

五  重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画  

六  剰余金の使途  

七  その他主務省令で定める業務運営に関する事項  

３  主務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の

意見を聴かなければならない。  

４  主務大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第五号まで

に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計

画を変更すべきことを命ずることができる。  

５  独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公

表しなければならない。  

 
業務方法書の改定 

 

○独立行政法人通則法 

（業務方法書）  

第二十八条  独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認

可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  

２  前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令（当該独立行政法人を所管す

る内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。以下同じ。）で定める。  

３  主務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の

意見を聴かなければならない。  

４  独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を

公表しなければならない。  

 



長期借入金償還計画の改定 

 
○独立行政法人通則法 

（借入金等）  

第四十五条 

５  独立行政法人は、個別法に別段の定めがある場合を除くほか、長期借入金及び

債券発行をすることができない。 
 ↓ 
○独立行政法人北方領土問題対策協会法 

（長期借入金）  

第十四条  協会は、貸付業務に必要な費用に充てるため、内閣総理大臣及び農林水

産大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。  

２  協会は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、内閣総理大臣及び農林

水産大臣の認可を受けなければならない。  

３  内閣総理大臣及び農林水産大臣は、前二項の規定による認可をしようとすると

きは、あらかじめ、内閣府及び農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴く

とともに、財務大臣に協議しなければならない。  

 
 
 



役員退職金に係る業績勘案率に関する方針 

平成16年７月23日 

政策評価・独立行政法人評価委員会 

独立行政法人評価分科会決定 

 

役員退職金に係る各府省独立行政法人評価委員会からの業績勘案率の通知に

対し、政策評価・独立行政法人評価委員会として意見を述べる際の当分科会の

検討に当たっては、以下の方針とする。 

 

１．業績勘案率は、独立行政法人の役員退職金を国家公務員並にするという今

般の退職金の見直しの趣旨にかんがみ、1.0を基本とする。 

 

２．各府省独立行政法人評価委員会からの通知が1.0を超える場合など厳格な

検討が求められる場合には、当分科会としては、算定に当たっての客観性の

確保、法人の業績又は担当業務の実績（以下「法人等の業績」という。）の反

映重視を基本に、以下の観点から厳しく検討を行う。 

 

① 退職役員の在職期間に係る法人等の業績が、当該法人の過去の通常の業

績とは明確に差があること及びその差を、客観的、具体的かつ明確に説明

できるものとなっていること。 

 

② 業績勘案率算定時に在職期間に係る年度評価結果が確定していない場合、

当該期間の法人等の業績を客観的・具体的根拠によって認定していること。 

 

③ 業績勘案率算定に当たっての法人の個々の評価結果のウェイト付けが適

切であること。 

 

④ 在職時に受けた役員報酬に対する法人等の業績等の反映状況と整合的で

あること。 



 

⑤ 退職役員の個人的な業績を考慮する場合、 

・ 考慮の程度が付随的なものとなっており、法人等の業績に比べて重視

しすぎていないこと。 

・ 過去の役員の通常の業績とは差があったことを客観的・具体的根拠に

よって認定していること。 

・ 個人的な業績を考慮して業績勘案率を変動させる幅について、過去の

役員の通常の業績との差に対応した明確な基準が定められていること。

また、客観的・具体的根拠によってその幅を決定していること。 

・ 役員任期中における、法人役員としての固有の業務に関する個人的な

業績であること。 

 

⑥ 法人等の特筆すべき活動等の要素を業績勘案率の算定に当たって考慮す

べき特段の事情があるとされている場合、当該要素を考慮することが妥当

であること。 

 

⑦ 退職役員の在職期間における目的積立金の額に照らして適切な水準であ

ること。 

 

⑧ 理事長、理事、監事等の個々の職責に応じた形で算定されていること。 

 

⑨ 各府省独立行政法人評価委員会において、客観的資料を基に、十分な体

制、時間をもって審議されていること。業績勘案率は、結果として、業績

に応じて弾力的なものであること。また、決定された業績勘案率及びその

理由が公表されること。 
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